
 
 
１．実施期間  平成２７年１月６日から平成２７年２月４日まで 
２．提出件数  ４通 
①提出方法  窓口提出４通 
②提出者の居住別  西枇杷島地域０通、清洲地域１通、新川地域１通、春日地域２通 
③男女別  女４通、男０通 

３．意見総数  １２件 
 
 
意見の分類 パブリックコメントの内容 市の考え 

子どもの安

全対策につ

いて 

○不審者情報配信メールについて、小学

校と保育園で配信の有無が異なること

があります。情報を一斉配信していた

だきたいです。 

配信メールについては、小学校は各小学校

から、また保育園は子育て支援課から保護

者へ配信しています。子育て支援課では、

不審者情報については、教育委員会から情

報提供があったものをメール配信してい

ますが、配信の有無があってはならないた

め、今後は学校教育課と連携を密にして適

切に対応をいたします。 

子育て支援

の周知につ

いて 

○ホームページやチラシ等の記事で、子

育て支援サービス（ファミリー・サポ

ート・センター、放課後児童クラブ等）

の事業内容や時間・金額等を見ますが、

各支援サービス利用者の声が乗ってい

ると、より身近なサービスになると思

います。 

ホームページや情報紙などで、保護者の方

がより身近なサービスに感じてもらえる

ことは重要であると考えており、今後、更

にサービス内容を周知できるよう、情報発

信の方法について検討していきます。 

子育て支援

センターに

ついて 

○子育て支援センターは、子育てするに

あたり、心の支えでした。利用者の人

数増減だけを重視せず、これからも今

のまま親子の安心できる場所であって

ほしいです。 

子育て支援センターは、地域で子育て支援

をするため重要な役割をしているため、市

では、平成２７年度には、西枇杷島地区に

新たに保育園を新設して、施設内に子育て

支援センター機能を配置する予定です。今

後も安心して子どもを産み・育てられる環

境づくりに取り組んでいきます。 

清須市子ども・子育て支援事業計画に対する 

パブリックコメント実施結果 
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認定こども

園について 

○資料では３歳未満保育の必要性ありの

み○がついていますが、３歳未満で働

いていない場合でも預けることは可能

でしょうか。子育てのみの母親も、自

分のためにも子供のためにも預けたい

と思っていると思います。現在働いて

いなくても、仕事を探すときに預ける

ことができれば安心です。 
○子どもが３歳になる前に下の子を妊娠

した時、つわりがひどかったが、産前

産後期間ではなかったため、近所の保

育園に通わせられず、３歳になってす

ぐに遠方の私立幼稚園に入園させまし

た。私立の認定子ども園ができると喜

ぶ母親がたくさんいると思います。楽

しみにしています。 
○清須市には西枇杷島地区のみに幼稚園

があります。清須市内に認定こども園

ができるときは、現状に合った計画を

お願いします。 

３歳未満児については、保育の必要性の認

定が受けられた場合のみ、お預かりするこ

とになります。保育を必要とする事由につ

いては、妊娠・出産及び求職活動も含みま

すが、３歳未満で働いていない場合には、

産前３ケ月、産後２ケ月の期間になりま

す。なお、一時的保育であれば働いていな

い方でもご利用できます。 
また、認定こども園については、夢の森保

育園の跡地に平成２８年４月に開園する

よう進めています。市内で、初の施設にな

りますので、皆さんに喜んでいただけるよ

う取り組んでいきます。 

産後ヘルパ

ーについて 

○現在は産後となっていますが、つわり

で動けない方もたくさんいます。産後

だけではなく、産前も支援があるとよ

いと思います。 

産後ヘルパーについては、ご指摘のとり産

後のみの対応になっています。今後は、産

前も含めて対応が可能かどうか検討して

いきます。 

放課後子ど

も教室につ

いて 

○１年生は利用開始が、入学して給食が

始まってからではなく、ゴールデンウ

ィーク明け頃なので、入学して給食が

始まったらすぐに利用できるようなに

なると助かります。 

1 年生には、入学後、利用案内を配布して

います。その後、申請書受付、利用説明会

を開催していることから、ゴールデンウィ

ーク明けの利用開始となっています。今後

は、少しでも早く利用していただけないか

検討していきます。 

フ ァ ミ リ

ー・サポー

ト・センター

について 

○便利な制度だから提供会員を増やして

ほしい。そのために募集のお知らせを

小学校、中学校などの教育機関で、生

徒たちに配付し、保護者の方に見ても

らうと、口コミで会員の増加につなが

っていくのでは。 

提供会員の確保については、広報や会員相

互のネットワークにより拡充に努めてい

ますが、現状は中々増えてこない状況であ

ります。今後は、民間保育サポーター（タ

イム・えぷろん）との連携を図るとともに、

周知方法について検討していきます。 



保育園での

障がい児の

受け入れに

ついて 

○働きながら障がいのある子どもを育て

ることはとても大変です。現在の保育

園では、確実に保育園に入るためには

働くしかありません。両親が共に働い

ていなくても、障がい児を受け入れる

制度にしてほしいです。 

障がい児の受入については、保護者のニー

ズに対応するよう心掛けていますが、保育

所は、保育を必要とする事由がある場合に

保育認定証を交付し、保育所でお預かりす

ることになります。両親ともに働いていな

い場合には、保育を必要とする事由に当た

りません。よって、実施児としての受入は

できませんが、３歳児以上であれば私的契

約児として入所していだけます。 

保育園の障

がい児加配

について 

○発達障がい児は、細かい部分での支援

が必要なので、常時、加配の先生の見

守りや支援が必要です。障がいのある

子どもを受け入れるだけでなく、市の

方針として「一人ひとりに合った支援

を行うために障がい児専任の加配を設

置する」とし、加配について計画の中

に明記していただきたいです。 

市では、現在、統合保育の中で障がいのあ

るお子さんをお預かりしています。多様な

保育ニーズに応えるため、保育士の質の向

上のための各種研修会の参加や、また、専

門指導者から助言を仰いだりすることも

あります。今後も適切な職員配置に努めて

いくとともに、計画に反映させ、障がいの

あるお子さんに優しい保育運営に努めて

いきます。 

その他 

○子どもを産むことも、働くか働かない

かなどの選択をしたのは自分なので、

頑張って子育てをしていかなければな

りませんが、心が弱った時などに、行

政に少し頼れると次にまた進んでいけ

ます。これからの子育て支援事業も楽

しみにしています。 

ありがとうございます。今後も市民目線に

立った子育て支援事業を展開していきま

すので、よろしくお願いします。 

 


